
亀山市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例をここに公布する。 

令和５年３月２９日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市条例第１４号 

 

亀山市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例 

  

（亀山市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第１条 亀山市職員の定年等に関する条例（平成１７年亀山市条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分を加える。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（定年に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３

月３１日までの間における第３条の規

定の適用については、次の表の左欄に

掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５

年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

（定年に関する経過措置） 

３ 令和５年４月１日から令和１３年３

月３１日までの間における第３条の規

定の適用については、次の表の左欄に

掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５

年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

令和５年４月１

日から令和７年

３月３１日まで 

６１年とする。た

だし、医師の定年

は、年齢６５年 

令和７年４月１

日から令和９年

３月３１日まで 

６２年とする。た

だし、医師の定年

は、年齢６５年 

令和９年４月１

日から令和１１

年３月３１日ま 

６３年とする。た

だし、医師の定年

は、年齢６５年 

令和５年４月１

日から令和７年

３月３１日まで 

６１年 

令和７年４月１

日から令和９年

３月３１日まで 

６２年 

令和９年４月１

日から令和１１

年３月３１日ま 

６３年 



で  

令和１１年４月

１日から令和１３

年３月３１日ま

で 

６４年とする。た

だし、医師の定年

は、年齢６５年 

 

で  

令和１１年４月

１日から令和１３

年３月３１日ま

で 

６４年 

   

 （亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 亀山市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年亀山市条例第３２号）の一

部を次のように改正する。 

第１７条の表以外の部分中「含む。」の次に「以下「育児短時間勤務職員等」と

いう。」を加え、同条の表中第８条第１項の項を削り、同表第３５条第４項の項中「 

第３５条第４項」を「第３５条第２項」に、「前項」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に、「亀山市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年亀山市条例第３２号。

以下「育児休業条例」という。）第１７条」を「育児短時間勤務職員等」に改め、同

表第３５条第５項の項中「育児休業条例」を「亀山市職員の育児休業等に関する条例

（平成１７年亀山市条例第３２号）」に改める。 

第２０条の表第３５条第４項の項中「第３５条第４項」を「第３５条第２項」に、

「前項」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「亀山市職員の育児休業等に関する

条例（平成１７年亀山市条例第３２号。以下「育児休業条例」という。）第２０条」

を「育児短時間勤務職員等」に改め、同表第３５条第５項の項中「育児休業条例」を

「亀山市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年亀山市条例第３２号）」に改め

る。 

附則に次の２項を加える。 

３ 育児短時間勤務職員等に対する給与条例附則第１２項の規定の適用については、

同項中「）とする」とあるのは「）に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定

められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする」とする。 

４ 短時間勤務職員に対する給与条例附則第１２項の規定の適用については、同項中

「）とする」とあるのは「）に、勤務時間条例第２条第４項の規定により定められ

たその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た



額とする」とする。 

 （亀山市職員給与条例の一部改正） 

第３条 亀山市職員給与条例（平成１７年亀山市条例第４３号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）

及び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。） 

については、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（昇給の基準） 

第６条 職員の昇給は、規則で定める日

に、同日前１年間における当該職員の

勤務成績に応じて、行うものとする。 

（昇給の基準） 

第６条 職員の昇給は、規則で定める日

に、同日前１年間におけるその者の勤

務成績に応じて、行うものとする。 

［２ 略］ ［２ 略］ 

３ ５５歳（規則で定める職員にあって

は、５６歳以上の年齢で規則で定める

もの）を超える職員の第１項の規定に

よる昇給は、同項に規定する期間にお

ける当該職員の勤務成績が極めて良好

である場合又は特に良好である場合に

限り行うものとし、昇給させる場合の

昇給の号給数は、勤務成績に応じて規

則で定める基準に従い決定するものと

する。 

３ ５５歳（規則で定める職員にあって

は、５６歳以上の年齢で規則で定める

もの）を超える職員の第１項の規定に

よる昇給は、同項に規定する期間にお

けるその者の勤務成績が極めて良好で

ある場合又は特に良好である場合に限

り行うものとし、昇給させる場合の昇

給の号給数は、勤務成績に応じて規則

で定める基準に従い決定するものとす

る。 

［４～６ 略］ ［４～６ 略］ 

（時間外勤務手当） （時間外勤務手当） 



第３５条 正規の勤務時間を超えて勤務

することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間を超えて勤務した全時間に

対して、勤務１時間につき、第３８条

に規定する勤務１時間当たりの給与額

に正規の勤務時間を超えてした次に掲

げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００

分の１２５から１００分の１５０まで

の範囲内で規則で定める割合（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合には、その割合に

１００分の２５を加算した割合）を乗

じて得た額を時間外勤務手当として支

給する。 

第３５条 正規の勤務時間を超えて勤務

することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間を超えて勤務した全時間に

対して、勤務１時間につき、第３８条

に規定する勤務１時間当たりの給与額

に正規の勤務時間外にした次に掲げる

勤務の区分に応じてそれぞれ１００分

の１２５から１００分の１５０までの

範囲内で規則で定める割合（その勤務

が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合には、その割合に１００

分の２５を加算した割合）を乗じて得 

た額を時間外勤務手当として支給する。

［（１）及び（２） 略］ ［（１）及び（２） 略］ 

２ 前項及び次項の規定にかかわらず、

勤務時間条例第５条の規定により、あ

らかじめ同条例第３条第２項又は第４

条により割り振られた１週間の正規の

勤務時間（以下この項において「割振 

り変更前の正規の勤務時間」という。）

を超えて勤務することを命ぜられた職

員には、割振り変更前の正規の勤務時

間を超えて勤務した全時間（規則で定

める時間を除く。）に対して、勤務１

時間につき、第３８条に規定する勤務

１時間当たりの給与額に１００分の

２５から１００分の５０までの範囲内

で規則で定める割合を乗じて得た額を

２ 前項の規定にかかわらず、勤務時間

条例第５条の規定により、あらかじめ

同条例第３条第２項又は第４条により

割り振られた１週間の正規の勤務時間

（以下この項において「割振り変更前

の正規の勤務時間」という。）を超え 

て勤務することを命ぜられた職員には、

割振り変更前の正規の勤務時間を超え

て勤務した全時間（規則で定める時間

を除く。）に対して、勤務１時間につ

き、第３８条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に１００分の２５から

１００分の５０までの範囲内で規則で

定める割合を乗じて得た額を時間外勤



時間外勤務手当として支給する。ただ

し、定年前再任用短時間勤務職員が割

振り変更前の正規の勤務時間を超えて

した勤務のうち、その勤務の時間と割

振り変更前の正規の勤務時間との合計

が３８時間４５分に達するまでの間の

勤務については、この限りでない。 

務手当として支給する。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員が、正

規の勤務時間が割り振られた日におい

て、正規の勤務時間を超えてした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務を

した日における正規の勤務時間との合

計が７時間４５分に達するまでの間の

勤務に対する第１項の規定の適用につ

いては、同項中「正規の勤務時間を超

えてした次に掲げる勤務の区分に応じ

てそれぞれ１００分の１２５から１００

分の１５０までの範囲内で規則で定め 

る割合」とあるのは「１００分の１００」

とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員が、正

規の勤務時間が割り振られた日におい

て、正規の勤務時間を超えてした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務を

した日における正規の勤務時間との合

計が７時間４５分に達するまでの間の

勤務に対する第１項の規定の適用につ

いては、同項中「正規の勤務時間外に

した次に掲げる勤務の区分に応じてそ

れぞれ１００分の１２５から１００分

の１５０までの範囲内で規則で定める 

割合」とあるのは「１００分の１００」

とする。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務するこ

とを命ぜられ、正規の勤務時間を超え

てした勤務（勤務時間条例第３条第１

項、第４条及び第５条の規定に基づく

週休日における勤務のうち規則で定め

るものを除く。以下同じ。）の時間と

割振り変更前の正規の勤務時間を超え

て勤務することを命ぜられ、割振り変

更前の正規の勤務時間を超えてした勤

４ 正規の勤務時間外に勤務することを

命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤

務（勤務時間条例第３条第１項、第４

条及び第５条の規定に基づく週休日に

おける勤務のうち規則で定めるものを

除く。以下同じ。）の時間と割振り変

更前の正規の勤務時間を超えて勤務す

ることを命ぜられ、割振り変更前の正

規の勤務時間を超えてした勤務の時間



務の時間（規則で定める時間を除く。

以下同じ。）との合計が１箇月につい

て６０時間を超えた職員には、その６０ 

時間を超えて勤務した全時間に対して、

第１項又は第２項の規定にかかわらず、

勤務１時間につき、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に、正規

の勤務時間を超えてした勤務の時間に

あっては１００分の１５０（その勤務

が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合には、１００分の

１７５）、割振り変更前の正規の勤務

時間を超えてした勤務の時間にあって

は１００分の５０を乗じて得た額を時

間外勤務手当として支給する。 

（規則で定める時間を除く。以下同

じ。）との合計が１箇月について６０

時間を超えた職員には、その６０時間

を超えて勤務した全時間に対して、第

１項又は第２項の規定にかかわらず、

勤務１時間につき、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に、正規

の勤務時間外にした勤務の時間にあっ

ては１００分の１５０（その勤務が午

後１０時から翌日の午前５時までの間 

である場合には、１００分の１７５）、

割振り変更前の正規の勤務時間を超え

てした勤務の時間にあっては１００分

の５０を乗じて得た額を時間外勤務手

当として支給する。 

５ 勤務時間条例第９条の２第１項に規

定する時間外勤務代休時間を指定され

た場合において、当該時間外勤務代休

時間に職員が勤務しなかったときは、

前項に規定する６０時間を超えて勤務

した全時間のうち当該時間外勤務代休

時間の指定に代えられた時間外勤務手

当の支給に係る時間に対しては、当該

時間１時間につき、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に、正規

の勤務時間を超えてした勤務の時間に

あっては１００分の１５０（その時間

が午後１０時から翌日の午前５時まで 

の間である場合には、１００分の１７５）

５ 勤務時間条例第９条の２第１項に規

定する時間外勤務代休時間を指定され

た場合において、当該時間外勤務代休

時間に職員が勤務しなかったときは、

前項に規定する６０時間を超えて勤務

した全時間のうち当該時間外勤務代休

時間の指定に代えられた時間外勤務手

当の支給に係る時間に対しては、当該

時間１時間につき、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に、正規

の勤務時間外にした勤務の時間にあっ

ては１００分の１５０（その時間が午

後１０時から翌日の午前５時までの間

である場合には、１００分の１７５）



から第１項に規定する規則で定める割

合（その時間が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合には、そ

の割合に１００分の２５を加算した割

合）を減じた割合、割振り変更前の正

規の勤務時間を超えてした勤務の時間

にあっては１００分の５０から第２項

に規定する規則で定める割合を減じた

割合を乗じて得た額の時間外勤務手当

を支給することを要しない。 

から第１項に規定する規則で定める割

合（その時間が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合には、そ

の割合に１００分の２５を加算した割

合）を減じた割合、割振り変更前の正

規の勤務時間を超えてした勤務の時間

にあっては１００分の５０から第２項

に規定する規則で定める割合を減じた

割合を乗じて得た額の時間外勤務手当

を支給することを要しない。 

［６ 略］ ［６ 略］ 

（期末手当） 

第４４条 ［略］ 

（期末手当） 

第４４条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に

１００分の１２０を乗じて得た額に、

基準日以前６箇月以内の期間における

当該職員の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に

１００分の１２０を乗じて得た額に、

基準日以前６箇月以内の期間における

その者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

［（１）～（４） 略］ ［（１）～（４） 略］ 

［３～６ 略］ ［３～６ 略］ 

（勤勉手当） 

第４７条 勤勉手当は、６月１日及び１２

月１日（以下この項から第３項までに 

おいてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対し、基準

日以前６箇月以内の期間における当該

職員の勤務成績に応じて、それぞれ基

準日の属する月の規則で定める日に支

（勤勉手当） 

第４７条 勤勉手当は、６月１日及び１２

月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ

在職する職員に対し、基準日以前６箇

月以内の期間における当該職員の勤務

成績に応じて、それぞれ基準日の属す

る月の規則で定める日に支給する。こ



給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した職員（規則で

定める職員を除く。）についても、同

様とする。 

れらの基準日前１箇月以内に退職し、

又は死亡した職員（規則で定める職員

を除く。）についても、同様とする。 

［２～５ 略］ ［２～５ 略］ 

（定年前再任用短時間勤務職員につい

ての適用除外） 

第５４条 第６条、第１６条から第２５

条まで、第３０条及び第３１条の規定

は、定年前再任用短時間勤務職員には

適用しない。  

（定年前再任用短時間勤務職員につい

ての適用除外） 

第５４条 第１６条から第２５条まで、

第３０条及び第３１条の規定は、定年

前再任用短時間勤務職員には適用しな

い。 

   附 則 

（定年の引上げに伴う給与に関する特

例措置） 

 附 則 

（定年の引上げに伴う給与に関する特

例措置） 

１９ 附則第１２項の規定の適用を受け

る職員には、同項の規定の適用により

給料月額が異動することとなった旨の

通知を行うものとする。 

１９ 附則第１２項の規定の適用を受け

る職員には、規則の規定により、同項

の規定の適用により給料月額が異動す

ることとなった旨の通知を行うものと

する。 

２０ 附則第１２項から前項までに定め

るもののほか、この条例の施行に関し

必要な事項は規則で定める。 

２０ 附則第１２項から前項までに定め

るもののほか、附則第１２項の規定に

よる給料月額、附則第１４項の規定に

よる給料その他附則第１２項から前項

までの規則の施行に関し必要な事項は

規則で定める。 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 （亀山市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

第４条 亀山市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年亀

山市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 



次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

 （亀山市職員給与条例の一部改正に伴

う経過措置） 

 （亀山市職員給与条例の一部改正に伴

う経過措置） 

第２１条 新条例第６条、第１６条から

第２５条まで、第３０条及び第３１条

の規定は、暫定再任用職員には適用し

ない。 

第２１条 新条例第６条第２項、第１６

条、第３０条、第５３条の規定は、暫

定再任用職員には適用しない。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


